
調剤報酬の比較について調剤報酬の比較について

○ 参考
院内調剤（外来）かかりつけ薬剤師・薬局

での調剤

調剤基本料41点

かかりつけ薬剤師指導料
７0点

調剤料 35点

いわゆる門前薬局
での調剤

いわゆる同一敷地内
薬局での調剤

基準調剤加算32点

処方せん集中率と受付回数に応じ
て調剤基本料に差を設けている

薬剤服用歴管理指導料
50点

調剤料 35点
薬剤服用歴管理指導料

50点

調剤料 35点

調剤基本料20~25点 調剤基本料20~25点

調剤技術基本料8点※、調剤料9点
薬剤情報提供料10点 等

解熱鎮痛剤・抗生剤7日分処方の例

メイアクトMS錠100mg（1日3回）＋カロナール錠300mg×2錠（1日3回）
とすると薬剤料として下図に142点上乗せ

178点 105~110点 105~110点 27点

※薬剤師が常時勤務する保険医療機関において
投薬を行った場合に算定
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